
『渋谷区デザイン会議の位置づけ』

序　章　新しい景観形成の必要性 大規模建築物等が複数計画される区域では、それらの計画について一体的に捉えて
景観誘導を図ることで、より良好な景観の形成が可能となる場合がある。

取扱要綱により、東京都景観審議会の意見聴取を行う旨が規定されている。

東京都は、特定区域景観方針との適合を確認しつつ、広域の見地から事前協議を行う。

「渋谷駅中心地区まちづくり指針 2010」戦略６に定める景観形成方針等との整合を確認する。
各事業主体のデザイン検討案に対し、景観の面から周辺地域との調和・連携について、
誘導・助言・調整を行う。
その他戦略１～７も包括し、デザインの観点から「渋谷駅中心地区まちづくり指針 2010」
に沿ったまちづくりに寄与する。

大規模建築物等が複数計画される区域において一体的に景観形成を図るための指針を
定めることができる制度を創設。

新たに創設された制度による「特定区域景観形成指針」に基づいた事前協議を行う
ことより、地域の個性を生かした景観を誘導する。

東京都景観計画の変更（平成 23年 4月）

渋谷駅中心地区大規模建築物等に係る特定区域景観形成指針

渋谷駅中心地区については、大規模建築物等が複数計画される区域であることから、
同地区を一体的に捉えた景観誘導を図る必要性及び地域の個性を生かした景観誘導を
図る必要性があると認識された。
このことから渋谷区は、東京都景観条例第７条第２項に基づき、東京都に特定区域
景観形成指針案を提案し協議を求めた。（平成 23年 4月）
結果、平成 23年 8月 4日に東京都の認定を受けた。

渋谷駅中心地区における特定区域景観形成指針の認定（平成 23年 8月）

第 1章　東京らしい景観の形成

第 2章　景観法の活用による
　　　　新しい取り組み

第 3章　都市づくりと連携した
　　　　景観施策の展開

戦略 1　“渋谷を発信する”
～ “生活文化” の創造・発信拠点の形成～

駅中心地区の将来像を実現する 7つの戦略

戦略 2　“谷を冷やす”
～緑・水を活かした谷空間の環境づくり～

戦略 7　“みんなで育てるまちづくり”
～協働型まちづくりによる渋谷の将来像の具現化～

戦略 3　“都市回廊を創出する”
～元気な若者に限らず、
　だれもがめぐり歩いて楽しいまちの実現～

戦略 4　“人間中心のまちをつくる”
～交通結節機能の再編・強化等による
   快適な歩行環境の形成～

戦略 5　“安全安心なまちをつくる”
～街区再編や拠点開発による、災害に強く
　　　犯罪の少ない安全安心なまちの実現～

戦略 6　“渋谷らしさを強化する”
～広場・坂・路面店を活かした
　　　　　“渋谷らしさ” をもった景観形成～

東京都景観計画

東京都景観審議会（計画部会）

大規模建築物等の建築等に係る事前協議

渋谷駅中心地区デザイン会議

渋谷駅中心地区まちづくり指針 2010（平成 23 年 3月）

特定区域景観形成指針上位計画／上位方針 審議機関／事前協議
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